
卒業認定の認定に関する方針について 

 

  ディプロマポリシーを次のとおり定めている。 

   気づく力：看護師として成長する力 

    ・社会が求める看護師への期待や役割に関心を寄せる。 

    ・看護師になる人として自己の成長を表現している。 

    ・自己の体験に基づいて看護を探求している。 

   考える力：情報と知識を結び根拠に基づく看護を計画できる力 

    ・対象のねがいに寄り添い、目標・手段を設定している。 

    ・その時その場の状況や状態を判断し予測している。 

   行動する力：看護の目標の実現に向けて責任をもって取り組む力 

    ・看護を実施するために他者に論理的に説明し協力を得ている。 

    ・実施した看護が対象のねがう生活につながっていたか検証している。 

 

  進級又は卒業の認定については、静岡市立看護専門学校学則第24条の規定に基づき、 

  必修科目 109 単位・3060 時間をすべて履修していることを卒業要件とし、同基準を鑑

みて運営委員会に諮ることとしている。 

 

  静岡市立看護専門学校学則は、静岡市ホームページ上で公開している。 

      https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8764/s007266.html  
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